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発刊に寄せて発刊に寄せて発刊に寄せて発刊に寄せて

綾川総合土地改良区

理事長 日高 強

涼秋の候、組合員の皆様には益々ご清栄のことと、お喜び申し上げます。近年、

異常気象によりまして、今までにないような大地震や大洪水が発生しておりますが、

組合員の皆様には、大変な天候不順の中で、ご苦労も多かろうとお見舞いを申し上

げます。

さて、私共の綾川地区で生産される野菜や施設園芸・果樹などの農産物は、育成

の適期に必要な水が不足すると、生産量や品質が大きく低下します。この絶対欠か

せない大切な水を、安定的に供給して、組合員が安心して営農ができるよう努める

のが基本であり、改良区の責任でございます。水を上手に使った営農で、大きな収

益を上げていただくために、役職員力を合わせて頑張っております。

また、最近スイートコーン等の防霜に新しい水の利用法があって、地区によって

は水不足もありますし、水利権の日量を上回る超過取水もあります。これを整理す

るために節水・湛水防除・超過取水の是正、更に平成30年度更新の水利権の確保

等、いずれも重要で大事な項目でございます。そのためには、各地区の役員で適正

な用水利用のための水管理が絶対必要でございます。ご協力をお願い致します。

また、その中で国営施設につきましては、綾川二期の更新事業の完成により、半

永久的に万全でございますが、県営施設の支線枝線については、既に耐用年数を大

きく上回り老朽化が相当進んでおりまして、管の破裂や漏水の補修工事が多発する

ようになりました。平成27年度からストマネ補助事業を導入しまして、今年は西

部地区の工事を予定しております。このあと順次、漏水破裂の激しい地区から年次

的に補修工事の計画を理事会で検討しておりますが、送水はすべて地下配管ですの

で、点検と診断が非常に難しいのが現状でございます。組合員の皆様の日頃からの

観察点検が必要でございますので、宜しくお願いを致します。

さて、私共の改良区が行う施設の維持管理については、組合員の皆様に納入して

いただきます賦課金と国県市町の補助金等で運営がなされております。組合員の皆

様をはじめ関係行政各団体に対しまして深甚なるお礼を申し上げます。また12月

には、宮崎県企業局との共有施設でございます古賀根橋ダムから発電所までの圧力

隧道の５年毎の点検のための断水も計画されておりますし、今後地区毎の漏水の補

修工事や断水等で、組合員の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をいた

だきまして、今後とも更なるご協力をよろしくお願い致します。



役員・総代紹介役員・総代紹介役員・総代紹介役員・総代紹介

綾川総合土地改良区では、地区の維持管理は、地区選出の理事を地区委員長とし綾川総合土地改良区では、地区の維持管理は、地区選出の理事を地区委員長とし綾川総合土地改良区では、地区の維持管理は、地区選出の理事を地区委員長とし綾川総合土地改良区では、地区の維持管理は、地区選出の理事を地区委員長とし

て、地区委員長を中心に地区で維持管理をおこなうようになっております。て、地区委員長を中心に地区で維持管理をおこなうようになっております。て、地区委員長を中心に地区で維持管理をおこなうようになっております。て、地区委員長を中心に地区で維持管理をおこなうようになっております。

漏水事故の発見や給水栓の破損による漏水等については、下記の地区委員長へま漏水事故の発見や給水栓の破損による漏水等については、下記の地区委員長へま漏水事故の発見や給水栓の破損による漏水等については、下記の地区委員長へま漏水事故の発見や給水栓の破損による漏水等については、下記の地区委員長へま

ずはご連絡くださいずはご連絡くださいずはご連絡くださいずはご連絡ください。。。。連絡のつかない場合は、集落の代表者の方へご連絡ください。

佐土原地区・錦原地区におきましては、それぞれに県営施設管理の改良区がござ佐土原地区・錦原地区におきましては、それぞれに県営施設管理の改良区がござ佐土原地区・錦原地区におきましては、それぞれに県営施設管理の改良区がござ佐土原地区・錦原地区におきましては、それぞれに県営施設管理の改良区がござ

いますので、下記へご連絡ください。いますので、下記へご連絡ください。いますので、下記へご連絡ください。いますので、下記へご連絡ください。

佐土原町土地改良区合同事務所 0985-73-1519

綾町土地改良区 0985-77-0133

(理事) 任期：平成27年 4月 1日～平成31年 3月31日

役 職 名 氏 名 地 区 役 職 名 氏 名 地 区

理 事 長 日 高 強 川上原 理 事 児玉 廣幸 岩郷原

副 理 事 長 日高 登久 三財原 理 事 三根 正則 薩摩原

筆頭職務代理者 三 浦 修 佐土原 理 事 大西 猛己 六野原

職務代理者 黒木 幸明 錦 原 理 事 日高 康雄 六野原

会計担当理事 杉 尾 林 長園原 理 事 宇野 美志男 三財原

理 事 白尾 道弘 深 年 理 事 福 田 誠 佐土原

理 事 黒 木 透 西部※ 理 事 白山 義則 錦 原

(監事) 任期：平成27年 4月 1日～平成31年 3月31日

役 職 名 氏 名 地 区 役 職 名 氏 名 地 区

総 括 監 事 武田 吉則 西部※ 監 事 日高 敏幸 長園原

職務代理者 赤池 克幸 佐土原

※西部地区とは、須志田・飯盛・森永・宮原



(総代) 任期：平成27年 5月28日～平成31年 5月27日

地 区 名 集 落 名 氏 名 地 区 名 集 落 名 氏 名

深 年 市 瀬 藪内 淑晶 三 財 原 水 喰 小森 敏幸

(７名) 高 田 原 今村 秀幸 (10名) 金 倉 上 金子 雄二

萩 原 今村 泰彦 門 田 相良 重文

法 ヶ 岳 下塩入 巌 石野田上１ 野田 孝市

狩 野 平山 和昌 並 木 ３ 松澤 敏幸

永 田 瀬尾 松男 亀 塚 上 久保浦 健次

寺 中 入船 保満 前 原 塩谷 交秋

西 部 須志田西 肥田木 愛公 加 勢 上 野 上 光

(５名) 須志田東 木下 昭次 加 勢 下 横山 武士

飯 盛 高橋 辰夫 荒 武 日高 香次

森 永 東 高橋 定徳 長 園 原 長園原２ 大川内 忠明

宮原西２ 川上 芳明 (３名) 下 浦 下 甲斐 照夫

川 上 原 井 水 宮本 秀信 岩 爪 斉 藤 巌

(３名) 大 坪 蓑毛 良見 佐 土 原 明 神 山 細川 俊二

川 上 入村 次男 (11名) 浜 松 三浦 浩幸

岩 郷 原 岩 井 谷 鮫島 英雄 西 下 山 鈴木 孝明

(２名) 上 ノ 宮 籾木 正男 南片瀬原 宇佐見 秀夫

薩 摩 原 堀 内 寺田 睦生 片 瀬 原 矢野 政治

(４名) 若 宮 祝園 隆志 西片瀬原 北村 登司

井 野 豊田 三郎 新 町 太田 武重

上 床 本山 忠美 成 枝 横山 重實

六 野 原 今 平 若松 弘道 小 永 野 押川 秀一

(８名) 栗 巣 宮田 政治 津 倉 岩切 克己

伊 左 生 横山 逸男 黒 田 佐藤 利巳

一 丁 田 山本 孝憲 錦 原 四 枝 郡山 和志

麓 宮永 吉富 (６名) 中 堂 松井 道生

上六野２ 宮 永 保 揚 町 西郷 親文

上 沖 児玉 久好 北 麓 西 修

中 山 青山 房義 杢 道 爰野 和彦

八木佐野 八木佐野 江藤 一郎 割 付 鶴井 清美



平成28年度一般会計収支決算の概要平成28年度一般会計収支決算の概要平成28年度一般会計収支決算の概要平成28年度一般会計収支決算の概要

所要経費の節減に努めた結果、29,687,395円を翌年度へ繰り越すこと所要経費の節減に努めた結果、29,687,395円を翌年度へ繰り越すこと所要経費の節減に努めた結果、29,687,395円を翌年度へ繰り越すこと所要経費の節減に努めた結果、29,687,395円を翌年度へ繰り越すこと

ができました。繰越分については、10月が賦課金徴収時期のため上半期(４ができました。繰越分については、10月が賦課金徴収時期のため上半期(４ができました。繰越分については、10月が賦課金徴収時期のため上半期(４ができました。繰越分については、10月が賦課金徴収時期のため上半期(４

月～９月)の運営費及び今後の事故に備えての積立金に充てられます。月～９月)の運営費及び今後の事故に備えての積立金に充てられます。月～９月)の運営費及び今後の事故に備えての積立金に充てられます。月～９月)の運営費及び今後の事故に備えての積立金に充てられます。

単位：円

収 入 の 部 支 出 の 部

科 目 決 算 額 科 目 決 算 額

1.組合費 80,841,538 1.事務費 35,918,044

2.補助金 18,900,000 2.選挙費 0

3.雑収入 11,147,931 3.国営管理費 23,447,815

4.借入金 6,600,000 4.財産費 5,358,586

5.繰入金 2,300,000 5.借入金償還金 17,766,660

6.繰越金 31,318,383 6.負担金 1,894,430

7.管理体制強化支援費 8,814,000

8.繰出金 19,320,922

9.分担金 8,900,000

合 計 151,107,852 合 計 121,420,457

(収入)151,107,852円 - (支出)121,420,457円(収入)151,107,852円 - (支出)121,420,457円(収入)151,107,852円 - (支出)121,420,457円(収入)151,107,852円 - (支出)121,420,457円 = (翌年度繰越)29,687,395円(翌年度繰越)29,687,395円(翌年度繰越)29,687,395円(翌年度繰越)29,687,395円



平成29年度賦課基準について平成29年度賦課基準について平成29年度賦課基準について平成29年度賦課基準について

平成29年度の賦課基準額は下表のとおりです。平成29年度の賦課基準額は下表のとおりです。平成29年度の賦課基準額は下表のとおりです。平成29年度の賦課基準額は下表のとおりです。

経常賦課金 単位：1,000㎡当り/円

地 区 名 種 目 経常賦課金 地 区 名 種 目 経常賦課金

深 年 普 通 畑 3,366 八木佐野 普 通 畑 2,766

施設ハウス 3,608 施設ハウス 3,008

防 霜 茶 3,668 防 霜 茶 -

水 田 3,850 水 田 3,250

西 部※ 普 通 畑 3,766 三 財 原 普 通 畑 3,281

施設ハウス 4,008 施設ハウス 3,523

防 霜 茶 4,068 防 霜 茶 3,583

水 田 4,250 水 田 -

川 上 原 普 通 畑 3,366 長 園 原 普 通 畑 3,500

施設ハウス 3,608 施設ハウス 3,742

防 霜 茶 3,668 防 霜 茶 3,802

水 田 3,850 水 田 -

岩 郷 原 普 通 畑 2,666 佐 土 原 普 通 畑 2,165

施設ハウス 2,908 施設ハウス 2,407

防 霜 茶 2,968 防 霜 茶 -

水 田 - 水 田 2,649

薩 摩 原 普 通 畑 3,366 錦 原 普 通 畑 1,891

施設ハウス 3,608 施設ハウス 2,133

防 霜 茶 3,668 防 霜 茶 -

水 田 3,850 水 田 -

六 野 原 普 通 畑 2,966 ※西部地区とは、

施設ハウス 3,208 須志田・飯盛・森永・宮原

防 霜 茶 3,268

水 田 3,450

特別賦課金 単位：1,000㎡当り/円

事 業 名 地区名 特別賦課金 完 了 年 度

国営綾川二期土地改良事業 綾 川 980 H.38

基幹水利施設ストックマネジメント事業 西 部 1,020 H.44



総務課からのお知らせ総務課からのお知らせ総務課からのお知らせ総務課からのお知らせ

農地の売買や相続等により名義が変更になった場合は届出を農地の売買や相続等により名義が変更になった場合は届出を農地の売買や相続等により名義が変更になった場合は届出を農地の売買や相続等により名義が変更になった場合は届出を

土地改良区受益地内の農地を売買や相続・贈与等した場合は、土地改良区へ届け

出るよう、土地改良法で義務付けられております。法務局・市町で手続きを行った法務局・市町で手続きを行った法務局・市町で手続きを行った法務局・市町で手続きを行った

だけでは、土地改良区の台帳は変更になりません。だけでは、土地改良区の台帳は変更になりません。だけでは、土地改良区の台帳は変更になりません。だけでは、土地改良区の台帳は変更になりません。

この届出がなされない場合には、従前の所有者に賦課金の納付をお願いすること従前の所有者に賦課金の納付をお願いすること従前の所有者に賦課金の納付をお願いすること従前の所有者に賦課金の納付をお願いすること

になり、トラブルの原因になりますので、必ず土地改良区へ届け出てください。になり、トラブルの原因になりますので、必ず土地改良区へ届け出てください。になり、トラブルの原因になりますので、必ず土地改良区へ届け出てください。になり、トラブルの原因になりますので、必ず土地改良区へ届け出てください。届

出用紙は土地改良区にございますので、申し出てください。

農地転用と決済金の手続きについて農地転用と決済金の手続きについて農地転用と決済金の手続きについて農地転用と決済金の手続きについて

農地を農地以外(宅地・山林等)に転用する場合(宅地・山林等)に転用する場合(宅地・山林等)に転用する場合(宅地・山林等)に転用する場合、または国・県・市町の公共事業

(道路・水路等)に買収された場合(道路・水路等)に買収された場合(道路・水路等)に買収された場合(道路・水路等)に買収された場合には、必ず土地改良区に地区除外申請の手続きと必ず土地改良区に地区除外申請の手続きと必ず土地改良区に地区除外申請の手続きと必ず土地改良区に地区除外申請の手続きと

農地転用決済金の納入が必要です。農地転用決済金の納入が必要です。農地転用決済金の納入が必要です。農地転用決済金の納入が必要です。この手続きを怠ると、賦課金の請求がいつまで賦課金の請求がいつまで賦課金の請求がいつまで賦課金の請求がいつまで

も続くことになります。も続くことになります。も続くことになります。も続くことになります。ご注意ください。

施設ハウス・茶の新設および撤去については改良区へ届出を施設ハウス・茶の新設および撤去については改良区へ届出を施設ハウス・茶の新設および撤去については改良区へ届出を施設ハウス・茶の新設および撤去については改良区へ届出を

賦課基準のとおり、綾川総合土地改良区では、普通畑・施設ハウス・防霜茶・水

田と賦課単価に差をつけております。施設ハウス・茶を新設もしくは撤去された場施設ハウス・茶を新設もしくは撤去された場施設ハウス・茶を新設もしくは撤去された場施設ハウス・茶を新設もしくは撤去された場

合は速やかに改良区までご連絡ください。合は速やかに改良区までご連絡ください。合は速やかに改良区までご連絡ください。合は速やかに改良区までご連絡ください。

賦課金納入は、口座振替で！賦課金納入は、口座振替で！賦課金納入は、口座振替で！賦課金納入は、口座振替で！

現在、組合員の約80％の方々が、ＪＡ各支店の口座振替を利用して賦課金を納

入頂いております。口座振替は、便利で安全確実ですので、是非ご利用下さいます

よう、お勧めします。詳しくは綾川総合土地改良区までお尋ね下さい。

(指定金融機関)

宮崎中央農業協同組合 各支店 綾町農業協同組合

西都農業協同組合 三財・都於郡支所



断水計画のお知らせ断水計画のお知らせ断水計画のお知らせ断水計画のお知らせ



県営水路の更新計画県営水路の更新計画県営水路の更新計画県営水路の更新計画



湛水防除による病害虫防除湛水防除による病害虫防除湛水防除による病害虫防除湛水防除による病害虫防除



水管理の徹底水管理の徹底水管理の徹底水管理の徹底



管理課通信管理課通信管理課通信管理課通信



要望活動について要望活動について要望活動について要望活動について

九州土地改良区連絡協議会が要望活動を実施九州土地改良区連絡協議会が要望活動を実施九州土地改良区連絡協議会が要望活動を実施九州土地改良区連絡協議会が要望活動を実施

九州土地改良区連絡協議会(坂田孝志会長：八代平野北部土地改良区理事長)は、

下記の日程で、九州における農業農村整備事業及び関連事業予算の拡充・確保を目

的とする要望活動を行いました。当改良区の日高理事長も九州土地改良区連絡協議

会理事として出席されました。

・平成29年 5月 9日 九州農政局(金丸九州農政局長及び幹部職員)

・平成29年 7月 4日 農林水産省(山本農林水産大臣及び幹部職員)

・平成29年 7月 5日 自由民主党本部(二階全国土地改良事業団体連合会会長)

金丸九州農政局長への要望活動の様子 山本農林水産大臣への要望活動の様子

農水省 佐藤農村振興局長への要望活動の様子 二階全土連会長への要望活動の様子



土地改良功労者表彰受賞土地改良功労者表彰受賞土地改良功労者表彰受賞土地改良功労者表彰受賞

平成29年 6月13日、宮崎県土地改良

会館にて開催された、平成29年度宮崎地

区土地改良協議会通常総会において、大西

猛己理事・武田吉則総括監事が土地改良事

業推進の功績により、土地改良功労者表彰

を受賞されました。(後列中央：大西理事

・後列左から３人目：武田総括監事)

事務所紹介事務所紹介事務所紹介事務所紹介

本改良区は、施設管理を担当する「管理課」と賦課金徴収及び会計面を担当する

「総務課」で構成されております。

管 理 課 管理課長 管 理 係

事務局長

庶 務 係

総 務 課 総務課長

会 計 係

※平成29年度現在、総務課長は事務局長が兼任しております

後列左より

島藤 勝弘(事務局長)

日高 達也(管理課長)

前列左より

後藤 温志(庶 務 係)

江藤 昇子(会 計 係)

関 亮祐(管 理 係)



綾川総合土地改良区のあゆみと成り立ち綾川総合土地改良区のあゆみと成り立ち綾川総合土地改良区のあゆみと成り立ち綾川総合土地改良区のあゆみと成り立ち

日高理事長作成

年 月 事 項

昭和22年 5月 県において綾川水利総合開発事業計画の樹立(治山治水)(発電)(農業用水)

昭和22年11月 県の策定により国に事業化を申請 採択となる。

昭和27年 4月 綾川総合開発事業着工 土地改良事業 国直轄調査が開始される

昭和31年 3月 総合開発土地改良事業直轄調査完了となる

昭和34年 3月 国営綾川畑地かんがいを主要事業として着手される

昭和35年 1月 組合員の発起により事業推進委員会が設立発足 国県に促進陳情を起こす

昭和36年 2月 三財原地区に事業反対期成同盟会が発足 事業不参加を表明する

昭和38年 3月 佐土原地区が編入される(事業は面積で対応され3,000haが有利)

昭和40年 2月 三財原が反意を撤回 書面で同意を表明する

昭和44年 3月 国富地区４改良区(第１・第2・第3・第4)が合併して綾川土地改良区となる

昭和45年 9月 国営綾川土地改良事業が完了する

昭和46年 2月 錦原・佐土原・長園原・三財原が合併して綾川総合土地改良区となる

昭和47年 1月 綾川土地改良区と合併して現在の綾川総合土地改良区の名称となる

昭和49年 6月 農林水産大臣と綾川総合土地改良区に委託管理が締結をされる

昭和51年 3月 国営造成土地改良施設整備事業着工される

昭和55年 9月 国営造成土地改良施設整備事業完了となる

平成 8年 4月 国営綾川二期土地改良事業の地区調査に着手される

平成11年 4月 老朽化に伴い国営綾川二期土地改良事業の全体実施設計に着手される

平成13年 7月 国営綾川二期土地改良事業の施行申請が採択される

平成13年12月 綾川二期更新事業の着工となる(総工費予算152億円 工期10年間)

平成23年 3月 国営二期更新事業が完工となる



事務所の案内図事務所の案内図事務所の案内図事務所の案内図

綾川総合土地改良区綾川総合土地改良区綾川総合土地改良区綾川総合土地改良区

〒880-1101〒880-1101〒880-1101〒880-1101

宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4053番地1宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4053番地1宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4053番地1宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4053番地1

TE L/0985-75-2424T E L/0985-75-2424T E L/0985-75-2424T E L/0985-75-2424

FAX/0985-75-3939FAX/0985-75-3939FAX/0985-75-3939FAX/0985-75-3939

E-mail/ayagawa.t@lime.ocn.ne.jpE-mail/ayagawa.t@lime.ocn.ne.jpE-mail/ayagawa.t@lime.ocn.ne.jpE-mail/ayagawa.t@lime.ocn.ne.jp


